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月別自殺者数の推移

3

月別自殺者数の推移

4



月別自殺者数の推移
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著名人の自殺報道直後にみられた自殺者数の増加

令和２年９月27日～
女優の自殺報道

令和４年５月11日～
男性タレントの自殺報道

令和２年～令和４年上半期「自殺者数の日次推移」
平成27年～令和元年の回帰モデルに基づく予測値と実測値との差（総数）

警察庁「自殺統計」より、いのち支える自殺対策推進センター作成
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ウェルテル効果とは

メディアが有名人などの自殺をセンセーショナ
ルに報じた後、自殺者数が増える現象。1774年
にゲーテが出版した『若きウェルテルの悩み』
に由来する。

主人公のウェルテルは愛が実らず失意に陥り自
殺することになるが、その後、ヨーロッパ各地
でこの本を読み影響を受けた若者が、ウェルテ
ルと同じ方法で相次いで自殺する現象が起きた。

「自殺リスクAI情報システム ホエール報道プラットフォーム」より
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令和２月９月の有名女性俳優の自殺報道
報道前後２週間の性別・年齢階級別自殺者数

男性

女性

0

20

40

60

80

100

120

140

0

20

40

60

80

100

120

140

※警察庁「自殺統計」より、いのち支える自殺対策推進センター作成
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令和４月５月の有名男性タレントの自殺報道
前後２週間の性別・年齢階級別自殺者数
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※警察庁「自殺統計」より、いのち支える自殺対策推進センター作成

亡くなった方と

属性や境遇の近い人が、

特に影響を受けやすい
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小中高 高校生

（参考）自殺者数の推移

自殺者総数・男女別の推移 小・中・高生の自殺者数の推移

自殺対策基本法が成立した平成18年と、コロナ禍以前の
令和元年の自殺者数を比較すると、自殺者総数は37%減、
男性は38%減、女性は35%減となった。
（H18 32,155人 → R１ 20,169人）
令和２年は自殺者総数が11年ぶりに前年を上回り、
令和３年は女性の自殺者数が２年連続で増加。

小中高生の自殺者数は、自殺者総数が減少傾向にあ
る中でも増加傾向となっている。

令和２年には小中高生の自殺者数が過去最多となり、
令和３年には過去２番目の水準となった。

※警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成

514
（2022）

※2022データと矢印は「自殺対策を推進する議員の会」にて加筆

21,881
（2022）

１）こどもの自殺の現状
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月別自殺者数の推移
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読売新聞 R4/9/23(金) 13:08配信
「抱き合っているように見えた」２人は中学生の姉妹…線路内で電車にはねられ死亡

２１日午後７時３５分頃、広島県東広島市のＪＲ山陽線西条―西高屋駅間で、線路内にい
た１５歳と１３歳の女子中学生２人が普通電車（６両編成）にはねられ、死亡した。乗客約８
０人にけがはなかった。県警東広島署によると、２人は同市内に住む姉妹という。

現場は踏切から約３０メートル離れており、柵などはなかった。ＪＲ西日本によると、男性
運転士は「非常ブレーキをかけたが間に合わなかった。２人は抱き合っているように見え
た」と話しているといい、東広島署が詳しい状況を調べている。
この事故で計２１本が運休するなどし、約４５００人に影響が出た。

読売新聞 R4/10/9(日) 9:00配信
１０代半ば？の男女がホームから飛び降り、電車にはねられ死亡…「手つないでいた」との
目撃情報

８日午後１時３０分頃、大阪府摂津市千里丘のＪＲ東海道線千里丘駅で、男女２人が宝塚
発高槻行き普通電車（７両編成）にはねられ、死亡した。２人はいずれも１０歳代半ばとみら
れ、府警摂津署は自殺の可能性があるとみて、身元の確認を進める。

同署やＪＲ西日本によると、電車が駅に到着する直前、２人は一緒にホームから飛び降り
た。手をつないでいたという目撃情報がある。運転士は非常ブレーキをかけたが、間に合
わなかったという。乗客約２００人にけがはなかった。女性は所持していた保険証の記載か
ら１５歳の可能性がある。

令和4年版「自殺対策白書」（厚労省）



NHK「ハートネットTV」掲示板より抜粋
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新たな「自殺総合対策大綱」の概要

3

第 1  自 殺 総 合 対 策 の 基 本 理 念

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す

年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている

地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じて推進する

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進(新)
・自殺への影響について情報収集・分析
・ＩＣＴ活用を推進
・女性、無業者、非正規雇用労働者、ひとり親、フリーランス、児童生徒への影響

も踏まえた対策

第 4  自 殺 総 合 対 策 に お け る 当 面 の 重 点 施 策

第 3  自 殺 総 合 対 策 の 基 本 方 針

１．地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
２．国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
３．自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する
４．自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質の向上を図る
５．心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する
６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする
７．社会全体の自殺リスクを低下させる
８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
９．遺された人への支援を充実する
10. 民間団体との連携を強化する
11. 子ども・若者の自殺対策を更に推進する
12. 勤務問題による自殺対策を更に推進する
13. 女性の自殺対策を更に推進する(新)

1. 生きることの包括的な支援として推進する
・ 自殺対策は、ＳＤＧｓの達成に向けた政策としての意義も持つ旨を明確化

2. 関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む
・ こども家庭庁(令和５年４月に設立予定)、孤独・孤立対策等との連携

3. 対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる
4. 実践と啓発を両輪として推進する
5. 国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明

確化し、その連携・協働を推進する
・ 地域の支援機関のネットワーク化を推進し必要な情報を共有する地域プラット
フォームづくりを支援

6. 自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する(新)
・ 自殺者、自殺未遂者、親族等への配慮

第5 自殺対策の数値目標
誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すため、当面は

先進諸国の現在の水準まで減少させることを目指し、令和８年までに、
自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺者数）を平成27年と比べて
30%以上減少させることとする。 ※現大綱の数値目標を継続
(平成27年：18.5 ⇒ 令和８年：13.0以下) ※令和２年：16.4

第6 推進体制等
1. 国における推進体制
・ 指定調査研究等法人（いのち支える自殺対策推進センター）が、エビデンスに基

づく政策支援、地域が実情に応じて取り組むための人材育成等を推進
2. 地域における計画的な自殺対策の推進
・ 地域自殺対策計画の策定・見直し等への支援

3. 施策の評価及び管理
4. 大綱の見直し

・ 社会経済情勢の変化、自殺をめぐる諸情勢の変化等を踏まえ、おおむね５年を
目途に見直しを行う

第 2  自 殺 の 現 状 と 自 殺 総 合 対 策 に お け る 基 本 認 識

自殺は、その多くが追い込まれた末の死である

※赤 字 は 前 大 綱 か ら の 主 な 変 更 箇 所

→重点施策の拡充内容については、P.4・5

■相談体制の充実と相談窓口情報等の分かりやすい発信、アウトリーチ強化
■ICT（インターネット・SNS等）活用
・SNS等を活用した相談事業支援の拡充、ICTを活用した情報発信を推進。

■インターネット上の誹謗中傷及び自殺関連情報対策の強化
・自殺の誘引・勧誘等情報についての必要な自殺防止措置・サイバーパトロールによる取組を推進
・特定個人を誹謗中傷する書き込みの速やかな削除の支援や人権相談等を実施

■ひきこもり､児童虐待､性犯罪・性暴力の被害者、生活困窮者、ひとり親家庭に対する
支援

■性的マイノリティの方等に対する支援の充実
■関係機関等の連携に必要な情報共有
■自殺対策に資する居場所づくりの推進

・オンラインでの取組も含めて孤立を防ぐための居場所づくり等を推進
■報道機関に対するWHOガイドライン等の周知
■自殺対策に関する国際協力の推進

新たな「自殺総合対策大綱」
＜第４ 自殺総合対策における当面の重点施策の概要＞
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4.自殺対策に関わる人材の確保、
養成及び資質の向上を図る

■大学や専修学校等と連携した自
殺対策教育の推進

■連携調整を担う人材の養成
■かかりつけ医、地域保健スタッフ、
公的機関職員等の資質向上

■教職員に対する普及啓発
■介護支援専門員等への研修
■ゲートキーパーの養成
・若者を含めたゲートキーパー養成

■自殺対策従事者への心のケア
・スーパーバイザーの役割を果たす専門職の配
置等を支援

■家族・知人、ゲートキーパー等を
含めた支援者への支援

2.国民一人ひとりの気づきと
見守りを促す

■自殺予防週間と自殺対策強化
月間の実施

■児童生徒の自殺対策に資する
教育の実施
・命の大切さ・尊さ、SOSの出し方、精神疾患へ
の正しい理解や適切な対応を含めた心の健康の
保持に係る教育等の推進

■自殺や自殺関連事象等に関する
正しい知識の普及、うつ病等につい
ての普及啓発
・「自殺は、その多くが追い込まれた末の死である」
「自殺対策とは、生きることの包括的支援である」
という認識の普及
・メンタルヘルスの正しい知識の普及促進

3.自殺総合対策の推進に資する
調査研究等を推進する

■自殺の実態や自殺対策の実施状
況等に関する調査研究・検証・成果
活用
・相談機関等に集約される情報の活用の検討

■子ども・若者及び女性等の自殺調
査、死因究明制度との連動
・自殺等の事案について詳細な調査・分析
・予防のための子どもの死亡検証(CDR; Child
Death Review)の推進

・若者、女性及び性的マイノリティの生きづらさ等
に関する支援一体型の実態把握

■コロナ禍における自殺等の調査
■うつ病等の精神疾患の病態解明等
につながる学際的研究

1.地域レベルの実践的な
取組への支援を強化する

■地域自殺実態プロファイル、地域
自殺対策の政策パッケージの作成

■地域自殺対策計画の策定・見
直し等の支援

■地域自殺対策推進センターへの
支援
・地域自殺対策推進センター長の設置の支援
・全国の地域自殺対策推進センター長によ
る会議の開催に向けた支援

■自殺対策の専任職員の配置・専
任部署の設置の促進

5.心の健康を支援する環境の整備と
心の健康づくりを推進する

■職場におけるメンタルヘルス対
策の推進
・パワーハラスメント対策の推進、SNS相談
の実施

■地域における心の健康づくり推
進体制の整備

■学校における心の健康づくり推
進体制の整備

■大規模災害における被災者の
心のケア、生活再建等の推進

6.適切な精神保健医療福祉
サービスを受けられるようにする

■精神科医療、保健、福祉等の連
動性の向上、専門職の配置

■精神保健医療福祉サービスを担
う人材の養成等
・自殺の危険性の高い人を早期に発見し確実
に精神科医療につなげるよう体制の充実

■子どもに対する精神保健医療福
祉サービスの提供体制の整備
・子どもの心の診療体制の整備

■うつ病、依存症等うつ病以外の
精神疾患等によるハイリスク者対
策

7.社会全体の自殺リスクを低下させる



新たな「自殺総合対策大綱」
＜第４ 自殺総合対策における当面の重点施策の概要＞
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10.民間団体との連携を強化する

■民間団体の人材育成に対する支援
■地域における連携体制の確立
■民間団体の相談事業に対する支援

・多様な相談ニーズに対応するため、SNS等を活用した相談
事業支援を拡充

■民間団体の先駆的・試行的取組や自殺多
発地域における取組に対する支援

8.自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ

■地域の自殺未遂者支援の拠点機能を担う医療
機関の整備

■救急医療機関における精神科医による診療体
制等の充実

■医療と地域の連携推進による包括的な未遂者
支援の強化
・自殺未遂者を退院後に円滑に精神科医療につなげるための医療
連携体制の整備
・自殺未遂者から得られた実態を分析し、匿名でのデータベース化
を推進

■居場所づくりとの連動による支援
■家族等の身近な支援者に対する支援
・傾聴スキルを学べる動画等の作成・啓発

■学校、職場等での事後対応の促進

9.遺された人への支援を充実する

■遺族の自助グループ等の運営支援
■学校、職場等での事後対応の促進

・学校、職場、公的機関における遺族等に寄り添った事後対応
等の促進

■遺族等の総合的な支援ニーズに対する情報
提供の推進等
・遺族等が直面する行政上の諸手続や法的問題等への支援の
推進
■遺族等に対応する公的機関の職員の資質の
向上
■遺児等への支援

・ヤングケアラーとなっている遺児の支援強化

11.子ども・若者の自殺対策を更に推進する

■いじめを苦にした子どもの自殺の予防
■学生・生徒への支援充実

・長期休業の前後の時期における自殺予防を推進
・タブレット端末の活用等による自殺リスクの把握やプッシュ型の支援情報の発信を推進
・学校、地域の支援者等が連携して子どもの自殺対策にあたることができる仕組みや緊急対応時の
教職員等が迅速に相談を行える体制の構築
・不登校の子どもへの支援について、学校内外における居場所等の確保

■SOSの出し方に関する教育の推進
・命の大切さ・尊さ、SOSの出し方、精神疾患への正しい理解や適切な対応を含めた心の健康の保
持に係る教育等の推進
・子どもがSOSを出しやすい環境を整えるとともに、大人が子どものSOSを受け止められる体制を構築

■子ども・若者への支援や若者の特性に応じた支援の充実
・SNS等を活用した相談事業支援の拡充、ICTを活用した情報発信を推進

■知人等への支援
・ゲートキーパー等を含めた自殺対策従事者の心の健康を維持する仕組みづくり

■子ども・若者の自殺対策を推進するための体制整備
・こども家庭庁と連携し、体制整備を検討

12.勤務問題による自殺対策を
更に推進する

■長時間労働の是正
・勤務時間管理の徹底及び長時間労働の是
正の推進
・勤務間インターバル制度の導入促進
・コロナ禍で進んだテレワークを含め、職場のメ
ンタルヘルス対策の推進
・「過労死等の防止のための対策に関する大
綱」に基づき、過労死等の防止対策を推進
・副業・兼業への対応

■職場におけるメンタルヘルス対策
の推進

■ハラスメント防止対策
・パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、
妊娠・出産等に関するハラスメントの防止

13.女性の自殺対策を更に推進する

(新設)
■妊産婦への支援の充実
・予期せぬ妊娠等により身体的・精神的な悩み

や不安を抱えた若年妊婦等について性と健康
の相談センター事業等による支援を推進

■コロナ禍で顕在化した課題を踏
まえた女性支援
・子育て中の女性等を対象にきめ細かな就職
支援。
・配偶者等からの暴力の相談体制の整備を進
める等、被害者支援の更なる充実
・様々な困難・課題を抱える女性に寄り添った
きめ細かい相談支援等の地方公共団体によ
る取組を支援

■困難な問題を抱える女性への
支援

こどもの自殺対策への提言

～研究と実践を踏まえた緊急策～

NPO法人 自殺対策支援センター ライフリンク 代表
一社）いのち支える自殺対策推進センター 代表理事
超党派「自殺対策を推進する議員の会」アドバイザー

清水 康之

令和５年５月19日
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１）こどもの自殺の現状

２）これまでの「こどもの自殺対策」

３）「こどもの自殺対策」への提言
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小中高 高校生

（参考）自殺者数の推移

自殺者総数・男女別の推移 小・中・高生の自殺者数の推移

自殺対策基本法が成立した平成18年と、コロナ禍以前の
令和元年の自殺者数を比較すると、自殺者総数は37%減、
男性は38%減、女性は35%減となった。
（H18 32,155人 → R１ 20,169人）
令和２年は自殺者総数が11年ぶりに前年を上回り、
令和３年は女性の自殺者数が２年連続で増加。

小中高生の自殺者数は、自殺者総数が減少傾向にあ
る中でも増加傾向となっている。

令和２年には小中高生の自殺者数が過去最多となり、
令和３年には過去２番目の水準となった。

※警察庁「自殺統計」より厚生労働省自殺対策推進室作成

514
（2022）

※2022データと矢印は「自殺対策を推進する議員の会」にて加筆

21,881
（2022）

１）こどもの自殺の現状
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→こどもまんなか社会の「真ん中に穴」が開いている。落ちると自殺に追い込まれる「穴」で
そこに毎年400～500人超のこどもたちが落ちて、自殺で亡くなっている。

徹底した自殺
の

実態解明

実態に即した

総合戦略

戦略を牽引す
る

専任組織

戦略を実行す
る

予算確保

32％の
減少

こどもの自殺対策（学校と地域の連携不足等）

徹底した自殺
の

実態解明

実態に即した

総合戦略

戦略を牽引す
る

専任組織

戦略を実行す
る

予算確保

68％の
増加

自殺対策基本法が施行された
2006年と2022年の比較

自殺対策基本法が施行された
2006年と2022年の比較

・市町村単位の自殺統計
・自殺の危機経路

・自殺総合対策大綱
・地域自殺対策計画

・自殺対策推進室
・いのち支える自殺対策

推進センター

・地域自殺対策交付
金

２）これまでの「こどもの自殺対策」
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全国の自治体を巻き込んだ自殺総合対策

24

１）こどもの自殺の現状令和４年版自殺対策白書
第２章「第３節 学生・生徒等の自殺の分析」
（いのち支える自殺対策推進センターが分析・執筆を担当）
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１）こどもの自殺の現状令和４年版自殺対策白書
第２章「第３節 学生・生徒等の自殺の分析」
（いのち支える自殺対策推進センターが分析・執筆を担当）

⑸ 生活に関する意識と自殺死亡率

内閣府の「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」によると、我が国は、調査対象となった諸外国と比べて、家庭生活及び学校生活に不満
を感じている若者の割合が最も高い。平成25年度（2013年）５及び平成30年度（2018年）６の同調査において、家庭生活に「不満」と回答した対象
国の若者（満13～29歳）の割合と、各国・各年の若者（15～29歳）の自殺死亡率の関係をみると、家庭生活に不満を感じている者の割合が高い国
では、おおむね自殺死亡率が高くなっている（第２-３-９図）。
また、学校生活に「不満」と回答した対象国の若者（満13～29歳）の割合と、各国・各年の若者（15～29歳）の自殺死亡率の関係をみると、学校
生活に不満を感じている者の割合が高い国では、おおむね自殺死亡率が高くなっている（第２-３-10図）。

自殺者数 学生数
自殺死亡率
（/10万）

全日制 259 2,933,199 8.8
定時制・通信制 89 308,123 28.9
特別支援学校 6 65,355 9.2

自殺者数 学生数 自殺死亡率

全日制 161 1,491,676 10.8

定時制・通信制 42 156,817 26.8
特別支援学校 5 42,466 11.8

全日制 98 1,441,523 6.8
定時制・通信制 47 151,306 31.1

特別支援学校 1 22,889 4.4

男子

女子

表1.高校生の自殺死亡率

高校生の自殺者数、自殺死亡率

令和4年の児童生徒（小中高生）の自殺者数のうち、高校生が68.9％を
占めた。性別を問わず、自殺者数は「高校生（全日制）」が多く、自
殺死亡率は「高校生（定時制・通信制）」が高かった。特に「女子高
生（定時制・通信制）」の自殺死亡率が高く「女子高生（全日制）」
の4.6倍、全国の自殺者（全世代）の1.8倍に上った。自殺者数では、
「男子高生（全日制）」が最も多く、高校生全体の45.5％を占めた。

資料：警察庁「令和４年中における自殺の状況」（令和５年３月14日）、文部科学省 令和4年度学校基本調査より「いのち支える自殺対策推進センター」作成

※令和4年の自殺死亡率（全世代）は、総数が17.5、男性が24.3、女性が11.1

161
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図1.高校生の自殺者数
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１）こどもの自殺の現状
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高校生の自殺の原因・動機（大分類）
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資料：警察庁自殺統計原票データ（令和4年の暫定値：令和5年2月3日現在）より「いのち支える自殺対策推進センター」作成

注）原因・動機は自殺者一人につき４つまで計上可能としているため、大分類の和は100%とならない。割合は、各大分類に該当した自殺者数を、高校種別・男女別の自殺者数
(n)で割って算出した。なお、ここでは同一大分類下の小分類の２つ以上に当てはまるとされた場合でも、大分類上は１として集計している。

１）こどもの自殺の現状
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→こどもまんなか社会の「真ん中に穴」が開いている。落ちると自殺に追い込まれる「穴」で
そこに毎年400～500人超のこどもたちが落ちて、自殺で亡くなっている。

徹底した自殺
の
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実態に即した

総合戦略

戦略を牽引す
る

専任組織

戦略を実行す
る

予算確保

32％の
減少

こどもの自殺対策（学校と地域の連携不足等）

徹底した自殺
の

実態解明

実態に即した

総合戦略

戦略を牽引す
る

専任組織

戦略を実行す
る
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68％の
増加

自殺対策基本法が施行された
2006年と2022年の比較

自殺対策基本法が施行された
2006年と2022年の比較

・市町村単位の自殺統計
・自殺の危機経路

・自殺総合対策大綱
・地域自殺対策計画

・自殺対策推進室
・いのち支える自殺対策

推進センター

・地域自殺対策交付
金

２）これまでの「こどもの自殺対策」
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全国の自治体を巻き込んだ自殺総合対策
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こどもの自殺対策（学校と地域の連携不足等）

徹底した自殺の

実態解明

実態に即した

総合戦略

戦略を牽引する

専任組織

戦略を実行する

予算確保

こどもの自殺対策において非常に重要となる情報であり、かつ学校が把握しているはずの情報でさえも
集約されていない。▼不登校傾向があったか▼直前に成績の低下や部活等での失敗等があったか▼自殺

に関するほのめかし（SNS等を含めて）等があったか▼教職員が何か変化を感じ取っていたか、等

当然、ない。そのため、断片的な情報を頼りに対策をやらざるを得ない。ライフリンクは、SNSや電話
による自殺防止相談（相談を受けるだけでなく、実践的な支援につなぐ「包括的な生きる支援」）を全

国の民間団体や地方公共団体と連携して展開。東京都足立区と連携して「SOSの出し方に関する教育」
を、長野県と連携して「子どもの自殺危機対応チーム」をモデル化。それらが全国に広がり始めている。

これまでは、「自殺対策全般は厚労省」、「児童生徒の自殺対策は文科省」ということが不文律となっ
ていた（という認識）。現に、有識者会議も、厚労省「自殺総合対策の推進に関する有識者会議」と文

科省「児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議」が存在（現在も）。「児童生徒≒こども」と
の考えからか、「こどもの自殺対策」を所管するところがなかった。

厚労省は、全国の地方公共団体に地域自殺対策強化のための交付金を交付（年間約30億円）。ただし、
学校が積極的に使える建付けになっていない（教育委員会や学校には直接連絡もいかない）。一方、文

科省は自殺対策に特化した予算がない。そのため、学校が自殺対策を行いたくても予算確保が困難。

※そもそも、年間30億円を1718（市町村の数）で割ると「約175万円／年間」にしかならない。

→ こんな状況で、こどもの自殺を防げるはずがない。

２）これまでの「こどもの自殺対策」

30

３）「こどもの自殺対策」への提言
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こどもの自殺対策 ～研究と実践を踏まえた緊急策～

徹底した自殺の

実態解明

実態に即した

総合戦略

戦略を牽引する

専任組織

戦略を実行する

予算確保

文科省）各学校が把握している「児童生徒の自殺」に関する情報をデータとして収集。こ家庁）CDRに
おいて把握された「こどもの自殺」に関する情報を集約。警察庁）自殺統計における「こどもの自殺」
（←厚労省といのち支える自殺対策推進センターに提供済）。厚労省）人口動態調査死亡小票を活用した把
握。その他、消防庁「自損」データ、民間団体等「相談対応」記録、など。

実態分析を踏まえて総合戦略を立案（中長期／短期／緊急性の高い対策）（社会制度レベル／地域連携レベル／対人支援レベル）

▼すべてのこどもを対象とした支援の強化（「生きることの促進要因」を増やすことも含めて）

▼自殺リスクを抱えやすい属性（例えば「定時制・通信制」の女子高生等）のこどもたちを対象とした支援の強化

▼自殺リスクを抱えた個々のこどもに対する支援の強化

こども家庭庁「自殺対策室」

３）「こどもの自殺対策」への提言

こどもの命を守るための緊急予算を確保し、すべての地方公共
団体・学校で、こどもの自殺対策を推進できるようにする。

→こどもまんなか社会の「真ん中に開いた穴」を埋める。穴に落ちようとして
いるこどもを守り、穴に落ちたこどもを穴から救い出す。

32

３）「こどもの自殺対策」への提言

こどもの自殺対策 ～いますぐに実践可能な対策～

すべてのこどもに対するスクリーニングと、学校と地域の連携による「生きることの包括的な支援」。

１）全国の学校で、児童生徒に対する「こころの健康診断」を行う（健康診断とあわせて）。

→ひとり一台端末とRAMPS（自殺リスク評価ITツール）を活用すれば実施可能

→学校で実施する際、地域の保健師等が学校で緊急対応のスタンバイする。医療や児相とも連携。

→すべてのこどもの自殺リスクをあぶり出せるわけではないが、あぶり出せるリスクもある。

２）自殺リスク「あり」と評価されたこどもへの支援を行う。

→「子どもの自殺危機対応チーム」が、より踏み込んだリスク評価と支援計画支援を実施

→必要に応じて、医療や法律、福祉も連携。こどもとこどもの世帯を丸ごと支援する。

→リスク「なし」だったこどもたちにも（全員に）、SNS等の相談窓口情報を伝える。

３）「こころの健康診断」の結果を集約・分析して、こどもの自殺対策政策に還元する。

→ITを活用したこどもの自殺対策におけるEBPMの推進







令和5年7月22日

青森県健康福祉部健康福祉政策課

0

地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業

青森県の取組み



◆１．プラットフォーム設立前の取組団体の状況

◼ 青森県では全国と比較して自殺率が高い問題を起点とし、これを柱として孤独・孤立問題に対して総合的に取組むこととしている。令
和４年度事業では各団体の意識醸成を図るとともに、現状把握を通して課題を整理し、プラットフォームに繋がる取組を行った。

1

地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進のあり方に関する調査研究

（１）団体のこれまでの取組
・青森県では全国に先駆けて「保健・医療・福祉包括ケアシステム」の体制構築に取り組んできた。その体制に、「住まい」「生活支援」を取り込むとともに、「交通」「情報通信」「セキュリティ」
の地域機能を加え、さらに「地域づくり」の視点を踏まえ、より広い視点での「青森県型地域共生社会」を推進している。
・平成30年度より市町村支援、地域づくり支援、多職種連携強化に取り組んでいる。

（２）孤独・孤立対策に取り組むことになったきっかけ、理由、課題意識等
・青森県の自殺死亡率は減少傾向にあったものの、令和3年に初めて全国ワースト1位となった。
・その背景には、孤独・孤立問題があると推測されるが、県内における孤独・孤立問題の実態が把握できていないことから実態調査等により明らかにする必要があるという課題を抱える。
また自殺死亡率が急減した他の都道府県も複数あり、他県と比較しながら効果的な自殺対策等の取組も把握する必要があった。
・本事業を契機とし、これら自殺対策に対する課題を整理し、孤独・孤立対策の検討を通して県内の自殺率の低下を目指したいという希望があった。

◆２．プラットフォーム設立に向けた取組

（１）プラットフォームの形成目的と目指した状態
【目的】自殺死亡率の減少を目的とした青森県における孤独・孤立問題に取り組む官・民・NPO等の連携の強化
【機能】主に自殺対策を柱とした孤独・孤立の課題解決の具体的な施策の企画と実施
【目標】令和4年度内：勉強会・準備会の実施による意識醸成、 住民への普及啓発 令和5年度：PF本会開催

（２）プラットフォームの体制
【設置形態】既存組織へ融合「青森県型地域共生社会」
【主な構成組織】以下の分野の11団体
・高齢者支援、・一人親支援、・子ども支援、
・障害者支援、・ひきこもり・不登校支援、
・自殺対策支援

（３）プラットフォームで主に協議したこと
・勉強会
・「共生と包摂の社会にむけて」
・第1回準備会（予定）
・本事業において行う５つの試行事業概要・結果

  報告。次年度以降の本会の在り方検討。

（４）プラットフォーム形成に向けて工夫した点、苦労した点
・準備会の開催前に、構成員を含む対象者向けに勉強会を開催している。既存の青森県型地域共生社会の実現を
目指す文脈の中に孤独・孤立対策問題を組み入れることで、参加者への意識を浸透しやすくしている。
・準備会の構成員の選定に際しては、担当課（健康福祉政策課）より直接各団体に対して当事業の取り組みを説明。
各団体の理解を求めた上で参加を依頼したことで準備会の温度感を高めている。

日程 主な構成員 主な議事

勉強会：2月10日（金） 関係団体 意識醸成

準備会：3月17日（金） 11団体 調査結果共有

◆準備会・勉強会の内容

令和4年度事業

試行事業１．勉強会の開催

試行事業３．団体向けアンケート調査

試行事業４．自殺対策に関する事例調査

試行事業５．動画による情報発信

試行事業２．準備会の開催

地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業



◆３．プラットフォーム形成後（形成途中）の取組
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地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進のあり方に関する調査研究
（北海道、東北②地域）

・庁内連携では青森県型地域共生社会の全庁的な連携体制（健康福祉部が事業立ち上げ、企画政策部が推進役として引き継ぎ、環境生活部、
農林水産部、商工労働部と連携しながら進めている）を基盤として取り組んでいる。
・情報共有として勉強会・準備会において部長・課長が登壇し理解を求めると共に、関係各部・各課へは実施後の動画や資料を共有することによって行った。
・各団体に対しての情報発信は、試行事業１～５を通じての調査協力、勉強会への参加呼びかけ、チラシ広報、勉強会・準備会の映像制作・共有及び
県内民間放送局のニュース番組報道を通して行った。

（１）プラットフォーム関係者への認識・課題共有

１．勉強会の開催前後での情報掲載（募集チラシ、ダイジェスト動画の掲載）による周知
２．勉強会・準備会を一連の取り組みとしてまとめた報道特集としてRAB青森放送のニュース番組で放映
・募集チラシによる勉強会の告知、勉強会・準備会の様子を撮影したダイジェスト動画の県HPへの掲載、県内報道機関を通した
住民への広報により周知・意識付けを行った。
・広く住民が目にすることになる県HPでの情報掲載とRAB青森放送（日テレ系）のニュース番組内での放送を情報発信の
中核として、青森県の孤独・孤立対策の動向の住民周知を行った。

（２）孤独・孤立対策に関する住民への周知・意識付け

（３）試行的事業の概要と優先事項について

（４）次年度以降予定している取組

・「青森県型地域共生社会」の取り組みの一つとして位置付けた孤独・孤立対策官民連携プラットフォームの本会の開催を予定している。（2023年10月予定）
・当事業の試行的事業で実施し取りまとめた孤独・孤立問題に関わる情報を整理し、県内各自治体への共有も進め、孤独・孤立対策の周知、理解を広めていく予定である。

試行的事業の名称 時期 内容と期待した効果 発注先 実施後の反響など

勉強会の実施 2月10日 ・孤独・孤立問題理解、意識醸成 株式会社 船井総合研究所 ・関係団体44名の参加

アンケート調査よる実態把握 1月～2月 ・関係団体の実態把握 RAB開発株式会社 ・回答数137（回答率22.8%）

自殺対策事例調査 2月～3月 ・自殺対策事例の把握 RAB開発株式会社 ・自殺率減少幅の大きい近県事例の調査

準備会の開催 3月17日 ・10団体による情報共有・協議 RAB開発株式会社 ・PFの在り方、施策の検討（予定）

情報発信 2月～3月 ・映像制作とニュース番組報道 RAB開発株式会社 ・様々な団体、層へのアプローチツール



令和4年度 孤独・孤立を考える勉強会資料 （鴻巣麻里香氏）
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地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進のあり方に関する調査研究
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◆4．各試行事業の内容と効果

【施策の狙いと工夫したポイント】
・令和5年度に開催される本会に向けた目的の共有と組織化、試行的事業の結果報告に
よる必要情報のインプット、準備会メンバーの取り組み内容の共有とプラットフォームの方向
性について検討を行うことができるよう準備会のプログラムを構成した。
・また、準備会メンバーに加え、2月10日に実施した勉強会参加者を「準備会オブザー
バー」として位置付け、準備会への参加を募り、勉強会と準備会の関連性が意識されるよ
う工夫した。

【第1回準備会の概要】 日時 3月17日 （金）14:00～16:00
１．開会挨拶 青森県 健康福祉部 健康福祉政策課
２．管轄官庁挨拶  内閣官房 孤独・孤立対策室
３．孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム構築の背景、趣旨説明、今後の展開

青森県 健康福祉部 健康福祉政策課
４．試行的事業報告（アンケート調査、自殺対策事例調査）

株式会社 船井総合研究所
５．プラットフォーム参画者意見交換
６．本日のまとめと次回に向けて 青森県 健康福祉部 健康福祉政策課

【プラットフォーム準備会 参加団体】

試行事業１．勉強会の開催（1回） 試行事業２．設立準備会の開催

【施策の狙いと工夫したポイント】
・令和5年度に開催される本会に向け、準備会メンバー以外にも広く事業を周知し、今後
の孤独・孤立対策における官民連携の啓発を目的として実施した。
・開催においては、チラシを作成の上、別途展開するアンケート調査依頼と合わせて県内団
体に広く周知し、異なるテーマの団体が多く参加できるよう努めた。

【勉強会の概要】
日時 ：2月10日 金曜日 14:00～16:00 開催
場所 ：アウガ5階研修室（男女共同参画プラザ カダール）
参加 ：44名（申込49名）
内容
１．開会挨拶

青森県 健康福祉部 部長 永田 翔
２．孤独・孤立問題を考える勉強会の開催趣旨説明

青森県 健康福祉部 健康福祉政策課
３．ゲスト講演

「共生と包摂の社会に向けて～孤独・孤立を新たな「障害」にしないために～」
ソーシャルワーカー KAKECOMI 代表 鴻巣 麻里香氏

４．グループワーク～事例検討～
５．本日のまとめと次回告知

【勉強会の開催結果】
・勉強会の結果、プログラムを通して満足度は96.7％、内容が役に立ったと答えた参加者
も93.3％と、いずれも高い評価を得た。
・個別の感想においても、「孤独・孤立問題や対策の在り方について理解が深まった」「問題
の本質を掴むこと、対象者一人ひとりの背景（トラウマ）や気持ちも含めて見ていくことの
重要性を理解した」など、勉強会の趣旨、意図がしっかりと受け止められ、理解されたこと
を示す感想が多く見られた。

NO 分野 機関 団体名

1 地域包括支援センター 黒石市健康福祉部地域包括支援センター

2 介護施設 特別養護老人ホーム三思園

3 相談支援事業所 青森障害者就業・生活支援センターすこやか

4 支援団体 青森県盲ろう者支援会

5 スクールカウンセラー 青森県スクールカウンセラー

6 居場所づくり団体 NPOあおばの会

7 一人親支援 母子寡婦連合会 青森県母子寡婦連合会

8 精神保健福祉センター 青森県精神保健福祉センター

9 社会福祉協議会 青森県社会福祉協議会

10 自殺対策 青森いのちのネットワーク NPOあおもりいのちの電話

11 NPO支援 NPO あおもりNPOサポートセンター

高齢者支援

障害者支援

子ども支援

ひきこもり・不登校支援

地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業
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◆4．各試行事業の内容と効果

【施策の狙いと工夫したポイント】
・県内の孤独・孤立支援を行う団体を対象に、現状の相談状況や支援内容に係る県内の
孤独・孤立の実態を把握することで、今後の施策の立案や実行に役立てることを目的とし
たアンケートを実施。
・現在ある支援の過不足や課題を掘り下げるための基礎データとすること狙いとしている。
・WEBアンケートにより実施することで回答者の負担を軽減し回答率を高めた。

【市民向けWebアンケート 概要】
実施期間 ： 1月24日～2月10日（2週間）
調査方法 ： WEBアンケート
回収数 ： 137件 （配布数 600件 回答率22.8％）
設問数 ： 30問

【今後の展開】
・アンケートの結果、以下のような傾向が把握できた。
１．新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、相談件数は増加傾向にある。
２．孤独・孤立に陥るきっかけは，本人の心身に関することや，家庭に関することが多い。
３．課題が解決しない理由として、身近に相談できる場所、人がいない、自発的に相談

できないことが多く上げられた。
４．相談者の課題が複雑化・複合化してきており、これに対応していくためには

地域ネットワークの強化が望まれている。
・今後、アンケートの調査データについて更なる分析を進め、連携プラットフォーム準備会で
 の結果報告を行う。なお調査結果は単純集計とクロス集計の両面から分析を進め、県
内の各団体の支援状況を俯瞰的に整理する予定である。

試行事業３．団体向けアンケート調査 試行事業４．自殺対策に関する事例調査

【施策の狙いと工夫したポイント】
・令和3年に青森県の自殺死亡率（人口10万人当たり）は23.4と初めて全国ワーストと
なったことを受け、より一層効果的な対策を講じるために、自殺対策事例の調査・分析を
実施。
・なおインターネットに公開されている情報では取得できない内容を深堀するため、対策の成
果がある事例を持つ自治体に取組の工夫、進めるうえでの課題などについてヒアリングを行
う予定である。

【調査対象の自殺対策事例の絞り込み】
・自殺対策事例を調査するにあたり下記の条件で絞り込みをかけた。
①自殺者数の減少数が大きい地域（R3年度の自殺者数より）
または自殺死亡率が減少した地域

②地理的類似地域（人口・地域特性など）
・上記の絞り込みで洗い出された地域の取組は
「実施主体（NPO、行政、民間等）」 「対象者（課題）」の２軸で分析し、
青森県の現在の自殺者の傾向に類似した対策事例を挙げている。

【今後の展開】
・調査結果について連携プラットフォーム準備会での報告に向けとりまとめを行っている。

【左：案内状 右：WEBアンケートフォーム】

【都道府県別自殺死亡率（H29～R3）】

地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業
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地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進のあり方に関する調査研究
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◆4．各試行事業の内容と効果

【施策の狙いと工夫したポイント】
・セミナー、準備会の様子を収めた動画を編集のうえ市HP等へ掲載を行う。
・撮影した動画は全編の動画に加えて、ポイントをまとめたダイジェスト版の作成も行うことで、
異なる視聴者層へのアプローチ、異なるニーズへの対応を目指す。
・プラットフォーム設立に至る経緯としてセミナー・準備会の様子を残すことで、プラットフォー
ムへ賛同する団体の募集の拡大、参加する団体の認識の一致につなげる。
・青森県では青森県型地域共生社会を目指し、自殺対策を起点とした孤独・孤立対策
官民連携の在り方を検討しながらプラットフォームの設立を目指していることから、2月10
日のセミナーの内容は今後のプラットフォーム参画団体の知識理解を深めるための活用が
期待される。
・青森県型地域共生社会を目指す上で広く青森県民全体に周知し、住民一人ひとりが
当事者であることを認識して頂くため、県内の民放会社であるRAB青森放送のニュース

  番組の中で、セミナー・準備会を一連の取り組みとしてまとめた報道特集として放映した。
（3月下旬予定）

【作成予定の動画と想定される中心ターゲット層と主な利用目的】

試行事業５．動画による情報発信

【動画内容のイメージ】
 ・勉強会
１．開会挨拶 青森県 健康福祉部 部長 永田 翔
２．孤独・孤立問題を考える勉強会の開催趣旨説明

青森県 健康福祉部 健康福祉政策課 浅田 英輔
３．ゲスト講演

「共生と包摂の社会に向けて～孤独・孤立を新たな「障害」にしないために～」
ソーシャルワーカー KAKECOMI 代表 鴻巣 麻里香氏

４．グループワーク～事例検討～
５．本日のまとめと次回告知

① 全編動画
（約2時間）

② ダイジェスト版動画
（約10分） 

PF参画決定者

PF参画検討者、県民

知識提供

概要共有・認識共有

動画種類 中心ターゲット層 主な利用目的

地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業
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青森県委託 令和 5年度 民間団体ネットワークによる県民の心の健康づくり普及啓発事業  

交流会  要綱（案） 

                -要約-      青森いのちのネットワーク 

１ 目 的                           副会長 鳴海敏之 

   これまで構築してきた県内の自殺対策の民間団体ネットワークのノウハウを利用し、市町村

と連携の上、県民に対し、こころの健康づくりに関する普及啓発事業を実施する。 

   基本的な普及啓発に加え、新型コロナウイルスの影響等がこころの健康づくりに与える影響

及び、悩みを抱える県民に「相談できる場所がある」こと、「相談できる」ことについて重点的

に周知することにより、県民全体のこころの健康・自殺対策に関する理解促進を目的とする。 

２ 主催：青森県、青森いのちのネットワーク（以下：A-IN） 併催：開催市町村 

３ 実施方法  

・コロナ禍の心の健康の必要性を考慮した、対面型の普及啓発交流会。 

  ・二次保健医療圏域ごとに１回以上開催 

  ・開催地域の市町村（複数個所可）と、企画・周知方法について協議の上決定する。 

  ・交流会の開催については、開催地域を管轄する地域県民局地域健康福祉部へも周知し、圏域

への周知・参加をお願いする。・開催地域の自殺対策計画の推進に資するものとする。 

４ 事業の対象者 ：一般県民  参加費：無料 

５ 交流会当日のプログラム （昨年例ですが、これに限らず協議のうえで企画する。）   

  時間配分：開催市町村と協議 

   ・会場設営が必要：開始１時間半前にスタッフ集合、設営不要：開始１時間前に集合 

・開始 30 分前から 受付け、着席   

  開会（約 20 分）  挨拶:A-in 県・市町村の自殺対策の紹介 

  講話等・(質疑応答・意見交換)（約 90 分） 

閉会のあいさつ 開催市町村。 

・ふりかえり 解散、片付け後、開催市町村スタッフ、関係者、A-INスタッフ 

６ 事前の準備 

開催日 日時： 市町村希望の第３案くらいを持ち帰り、講師と調整する。 

場所： 保健センターや公民館等、住民の集まりやすい場所） 

定員：   名  （会場の定員でもいいが、交流会で可能な定員）  

 申込方法：市町村とりまとめ電話番号 （必要なら FAX、メールアドレス、QRコード等） 

       申込しめきり：   月   日 （開催日の１週間前等でいいか？） 

周知方法：開催市町村と協議  

  ・広報に掲載するときは、広報  月号 発行日：  月  日 

       ・チラシ・・・チラシデータ：A-in 作成 印刷･配布：市町村 

       ・案内送付 保健協力員、民生委員、食改、ボランティア団体、施設、議員 

７ その他 

（1）会場の設営、準備するもの等、詳細については、開催市町村と協議の上実施する。 

（2）新型コロナウィルス感染症の拡大が今後も予想されることから、交流会の実施に 

当たっては、参加者及び従事者の感染予防について対策を行う。 

（3）開催地域を管轄する地域県民局地域健康福祉部へも周知し、ちらしデータで 

圏域内の市町村に周知依頼。 
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令和５年度 青森いのちのネットワーク 普及啓発講話内容  

 

提供団体 テーマ・内容・効果 

青森音楽療法研究会 

（１時間） 

＊主に講話です。 

①ストレスと音楽の効果について 

②子供を取り巻く環境と音楽エクササイズによる小学校での「心の健

康づくり教室」について 

③認知症予防「わいわい音楽プログラム」と高齢者のうつ予防につい

て 

ほほえみの会（20～30分） 

紙芝居 「ポンポコ山の聞

き耳ずきん」  

元青森県立精神保健福祉センター所長の渡邉直樹先生が作った紙芝

居。動物の声が聞こえるずきんを手にした少年が、うつ病になった祖

母への接し方を動物から教えてもらう物語。うつ気味な方への対応の

仕方、大事なポイントがわかる内容。 

うつ予防紙芝居は、つがる市精神保健福祉ボランティア「エールの

会」のオリジナルで、「お父さん「はい」朝刊」、「米ばあさんとゆか

いな仲間」もあります。 

・参加者から演者を募集しての交流も可能。 

ほほえみの会（１時間） 

講師：寺山 静夏 

（精神対話士） 

講話：精神対話士としてお話を聴かせてもらい感じたこと 

柔道整復師として患者さんに携わること 25年。その傍ら 患者さん

の体だけではなく心の支援も一緒にできたらと精神対話士を取得。そ

の後、スクールカウンセラーとして 17年目となる。令和３年、個人

事業所「メンタルサポートえん」を設立。無料相談「小さな相談室」

を毎週月曜日 に黒石市松の湯交流館で行う。 

ほほえみの会（１時間） 

講師：佐々木 りえ子 

（公認心理師、スクールカ

ウンセラー） 

33年間、小学校教員を務める。５年早期に退職した後、介護セラピ

ーの資格や公認心理師の資格を取得。現在は、県内の県立高校でスク

ールカウンセラーとして子どもたちの心に寄り添っている。 

また「非行」の子をもつ親たちの会青森代表、子どものネットリス

ク教育研究会ネットアドバイザーとして、我が子のことで苦悩してい

るお母さん方の話をきいたり、スマホやゲーム依存の危険性の啓蒙活

動などを行っている。 

自立援助ホームの指導員在任。 

ほほえみの会（１時間） 

講師：鬼武 由美子 

（健康運動指導士） 

 

講話と実技：“こころ”と“からだ”の調子を整えよう 

（椅子に座ってもできます） 

1990年～2011年東京にてインストラクター・パーソナルトレーナ

ーとして活動、2011年 2月東京よりＵターンで青森に戻り活動。年間

350回の教室を開催・延べ人数 5000人（参加年齢 40～90代）。 

身体を動かす楽しさ・気持ち良さ・素晴らしさをお伝えし、健康づ

くりのお手伝いを行う。 

 



資料 2 
ほほえみの会（１時間） 

講師：田村 静香 氏 

（色彩ライフコンサルタン

ト・メンタルセルフケアア

ドバイザー 

講話：色を活用したセルフケア術 

20代後半、「色彩心理・カラーセラピー」の学びをはじめる。人の

悩みと向き合い続けて 18年。カラーを使ったセラピー＆セッション

は、延べ件数 6000件以上。 

色彩心理をはじめとして、コミュニケーションや会話、心理学、脳

科学など学びを広げ、人がごきげんよく毎日を暮らすための心のケア

の大切さを伝えていくため色というツールを活用して発信し続けてい

る。 

青森県保険医協会 

（1時間） 

こころとからだの健康づくり（自死予防のお話も入れて） 

・コロナに関する専門知識の講義 

・膝と腰さえ治れば 17歳～ロコトレでめざそう 120才 

青森県保険医協会 

（1時間） 

コロナ感染予防のために歯磨き？ じつは、それってとっても大切な

口腔ケア。 

なみおか SSC 

（1時間）  

めざせ 120歳、カボチャプロジェクト。家庭菜園のすすめ 

にぎにぎ体操で血圧正常・ 

ビデオに合わせて、心と体の健康づくり体操 

スマホ充電スペースで、子どもたちと会話  

あおもりいのちの電話 

藤林正雄 (理事長) 

（1時間） 

人間関係で悩まないために・・・ 

家族関係や職場の人間関係などで行き詰まりや悩みが増大している状

況でどのようにスムーズな人間関係を作っていくかのヒントを提案す

る。 

①高校生等若者対象 

②高齢者対象 

③働き盛り対象 

④女性対象 

あおもりいのちの電話 

藤林正雄 (理事長) 

（1時間） 

① コロナ禍とストレス 

コロナ禍のストレスに対する対処方法を提案する 

②ストレスの影響と対処について 

あおもりいのちの電話 

藤林正雄（理事長） 

田中真 （研修委員長） 

研修委員 

（1時間） 

コロナ禍での自殺予防としての 

① ゲートキーパー研修 

② 傾聴研修 

③ SOSの受け止めかた、出しかた 

④ いのちの電話のスキルを活用しよう！ 
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みちのくエンカレッジの会    

鳴海敏之   (40～60分) 

《ひびきあう聴き方とつながりあう伝え方》 

   （傾聴とプレゼンテーション） 

① 親子・夫婦等の家族、職場の同僚等の良い人間関係づくり。 

② 行政、医療、福祉、教育に関わる職員。 

③ 保健師・保健協力員・民生委員等の支援活動をする人々。ゲート

キーパーに当たる人々。 

④ 対人関係改善やコミュニケーションに関心ある方どなたも。 

みちのくエンカレッジの会 

鳴海敏之  

(45分･50分･60分～) 

《勇気づけの学級づくり》 

アドラー心理学、構成的グループエンカウンター、傾聴やプレゼンテ

ーション等を基本にして、不登校･いじめを逓減し、みんな仲間だと

思える温かい学級づくりを目指します。 

①  小学生対象 (45分) 

②  中高校生徒対象 (50分) 

③  教職員対象  (60分以上) 

④  生徒の保護者対象 （60分以上） 

みちのくエンカレッジの会    

鳴海敏之   (40～60分) 

《ストレスを軽減し、心と体をリフレッシュ》 

イラッとした時、ムカッとした時、落ち込んだ時等、自分の対処の仕

方、相手への対応の仕方を身につけるため、やさしい呼吸法やリラク

セーションのスキルを学ぼう。 

なんでもかだるべし～うら 感性を引き出す。 

ひとりじゃないから気づく、切り絵額を使った楽習会。（がくしゅう

かい） 

NPO法人日本心身活性療法

指導士会青森県支部 

  (20分) 

 

心身脳体操（実技） 

体力の老化予防と脳活性化を図るために、動かす筋肉を意識しま

す。立位、座位、ベッド上でも行えます。 

（終わった後、爽快感が得られます。） 

 

その他市町村の希望の内容 開催市町村の希望を聞いて、講師と調整、企画する。 
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「秋田モデル」の自殺対策と
「コロナ禍」への対応

あきた自殺対策センター
ＮＰＯ法人 蜘蛛の糸

美の国あきた

1

今日のスピーチ

１．コロナ禍と自殺者数は
相関するか。
（２０２０年～２０２２年）

２．これからどうする
「秋田モデル」。
（２０２３年～）

2

自殺問題は社会問題

自殺対策は、自殺が個人的な問

題としてのみ捉えられるべきも

のではなく、その背景に様々な

社会的な要因があることを踏ま

え、社会的な取組として実施さ

れなければならない。

（2016年4⽉施⾏）
基本理念 第2条-2

3

自殺対策は
関係者の密接な連携が必要

自殺対策は、国、地方公共団体、医
療機関、事業主、学校、自殺の防止
等に関する活動を行う民間の団体を
その他の関係する者の相互の密接な
連携の下に実施されなければならな
い。

基本理念
第２条－４

4
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全国の⾃殺者数の推移
厚労省 ⼈⼝動態統計発表 (令和4年9⽉19⽇）

⾃殺対策基本法の制定

29,921

5

Ver.2.0

（ア）秋⽥県の⾃殺死亡数、⾃殺死亡率

H 5 H 7 H 10 H 15 H 20 H 25 H 28 H 29 H 30 R1 R2 R3 R4
自殺者数 3 12 3 85 4 50 5 19 4 10 2 77 2 40 2 42 1 99 2 00 1 72 1 77 2 09

自殺死亡率 2 5.7 3 1.8 3 7.5 4 4.6 3 7.1 2 6.5 2 3.8 2 4.4 2 0.3 2 0.8 1 8.0 1 8.8 2 2.6
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6

7

コロナ禍と自殺者数は相関するか。
（２０２０年～２０２２年）

8
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三つの危機（クライシス）

1998年問題
• ⾦融破綻

• 貸し渋り貸しはがし

• ⾃殺基本法が成⽴していない

リーマンショック
（2008年）

• 失業解雇による若者の⾃殺者数の増加

• 年越し派遣村の出現

• まだ⾃殺基本法が機能していない

コロナ問題
（2020年~)

• ⽣活破綻と経済収縮
• 三密厳守による移動制限(飲⾷業・ホテル

業・運送業等）
• ⾃殺対策に対する組織、知⾒、経験と
    データが整備されている

9
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新型コロナウイルス感染症に起因する
雇⽤への影響に関する情報について 

（単位:⼈）

（厚労省 令和5年3⽉31⽇集計分）
解雇等⾒込み労働者数

1 製造業 35,741
2 ⼩売業 20,692
3 飲⾷業 16,148
4 宿泊業 15,109
5 卸売業 8,212
6 サービス業 7,397
7 労働者派遣業 6,103
8 娯楽業 5,510
9 道路旅客運送業 4,786
10 運輸業 4,730
11 その他 20,103

全体 144,531

10
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令和5年

全国⾃殺者数の⽉別対前年⽐較

⽉別
1⽉ 2⽉ 3⽉ 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 総数

年別

令和元年 1,684 1,615 1,856 1,814 1,853 1,640 1,793 1,603 1,662 1,539 1,616 1,494 20,169

令和2年 1,686 1,464 1,758 1,507 1,591 1,572 1,865 1,931 1,889 2,230 1,893 1,695 21,081

令和3年 1,755 1,700 2,012 1,854 1,865 1,859 1,729 1,735 1,660 1,667 1,604 1,567 21,007

令和4年 1,716 1,516 1,993 1,812 2,174 1,977 1,867 1,780 1,930 1,772 1,773 1,571 21,881

令和5年 1,849 1,647 1,974 1,869 1,743 9,082

警察庁発表（令和5年6⽉9⽇集計）
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コロナウイルス感染者数上位の
都道府県別⾃殺者数の⽐較
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令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

警察庁発表（令和5年3⽉14⽇）

13

都道府県名 昨年⽐ 増加数912⼈に
占める割合 対前年増減率

北海道 -21 -2.3% -2.0%
埼⽟ +76 +8.3% +6.8%
千葉 +46 +5.0% +4.7%
東京 +124 +13.5% +5.8%
神奈川 +193 +21.1% +17.9%
愛知 +110 +12.0% +10.3%
⼤阪 +178 +19.5% +14.4%
兵庫 +11 +1.2% +1.2%
福岡 +62 +6.7% +7.5%
合計 +779 +85.4%

秋⽥ -24 -2.6% -11.0%

主要都道府県の⾃殺者数の現状

(※＋85.4%は増加数912⼈に占める上記都道府県の割合の合計を⽰す)
 

警察庁発表（令和3年3⽉16⽇）

14

働き盛り世代の
自殺が課題

15

小中高生の自殺は
過去最多…

秋田はどうする？

16

全国 小中校生自殺数 512人

秋田県 6人

      (大学生などを含む学生と児童生徒）

厚生労働省発表（2023年3月14日） 

16
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過去5年間の児童⽣徒⾃殺者数の推移
警察庁発表（令和5年3⽉14⽇）

17

これからどうする
「秋田モデル」。

（２０２３年～）

18

コロナ後の新しいステージのスタート

「DO」
に変わる

「⾃殺問題」  「⾃殺対策」

D
(実⾏)

C
(評価)

A
(改善)

P
(計画)

⽇本の
⾃殺対策は

19

対⼈⽀援の
レベル

地域連携の
レベル

社会制度の
レベル

対⼈⽀援・地域連携・社会制度の
レベルごとの対策を連動させる

対応の段階に応じてレベル毎の対策

事前対応 ⾃殺発⽣の
危機対応 事後対応

事前対応・⾃殺発⽣の危機対応・事後対応等の
段階ごとに効果的な施策を講じる

（改正⾃殺総合対策⼤綱より）

20
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「これから」～５つの提案～
1．当法人の相談員のスキルアップを図る。

（いのちの総合相談員、ライン相談員研修の開催）

２．ライン相談と電話相談、面接相談をリンクする。

（緊急性のある相談者へのアウトリーチの実施）

３．若者（勤労者を含む）対策の専門相談機関の設
立。（2023年中、または2024年～）

4．県北（大館市）、県南（横手市）、日本海岸（由
利本荘市）の3相談拠点の相談機関との連携強化。

（県内４地域の一斉相談の開始）

5．ふきのとう県民運動実行委員会、秋田・こころの
ネットワークとの有機的連携の構築。

21

ご静聴ありがとうございました

22



 

第１８回北東北自殺対策活動等⺠間団体交流会in あおもり 資料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO 法人ぼらんたす 
「ボランティア」「ボランタリー」 をキーワードに 

●ボランティアの人材育成 ●地域の課題解決のための各種活動 2008 年12 月25 日に認証。 

会員数は40 名。会員は、農家、会社員、社協の職員、ヨガ講師、議員、大学教員、塾講師、 

元教員、医師、主婦など。 

特定非営利活動法人ぼらんたす 
栗原 穂子 

１ 

山形県庄内発！こころを元気にするプロジェクト 

～ ぼ ら ん た す の 取 り 組 み ～ 



 

【ぼらんたすの活動】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．［⼭形県庄内発︕こころを元気にするプロジェクト］（2013 年〜） 
・自殺予防活動 

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して（自殺総合対策大綱より） 
（山形県地域自殺対策強化補助事業） 
 

２．［出会い・つながり・支え合う地域づくり 楽家（らくや）］（2015 年〜） 
・居て楽しい︕･･･コミュニティカフェ 

学んで楽しい︕･･･いろんな講座 
動いて楽しい︕･･･地域活動 
 

３．［らくやこども食堂］（2017 年〜） 
・「らくやこども食堂」は子ども専用の食堂ではなく、地域に住む子どもから子育て 
中の方や高齢者など様々な人が集まる地域の居場所のひとつ。 

  
４．［研修会］（2010 年〜） 

・ボランティア研修 
・ボランティアコーディネーター研修 
・ファシリテーション研修 
・心のサポーター養成研修 
・傾聴講座 
・防災ゲーム 
・まちづくり研修等 

２ 



 

⼭形県庄内発︕こころを元気にするプロジェクト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈庄内人が、素人目線で、自殺予防に取り組む〉 
自殺に「特効薬はない」「フタをしない」「特別なこととしない」ということをテーマに、自
殺予防の活動に取り組む。自殺者を出した家族が肩⾝の狭い思いをしたり、心無い⾔葉や扱
いを受けたりと、古い意識が残る地域の中で「地域の中の偏⾒や⽣きづらさ」をなんとかし
たいという思いからスタート。 
 
〈背 景〉 
私達のまわりには、友人、知人、家族を自殺で亡くした人や「自殺を考えたことがある」と
⾔う人が大勢おり、自殺は一部の人の「個人の問題」から「社会的な問題」となっています。 
 
〈活動内容〉 
こころ元気サロン・［オンライン版］こころ元気サロン 
・だれでもこころが疲れてしまう時があります… 
 そんな時はお茶を飲みながらゆっくりしてみませんか… 
 昼サロン 2 回、オンライン版サロン 1 回 月3 回開催 
 申し込み不要で、どなたでも参加できます。 
 
こころ元気相談会 
・弁護士、産業カウンセラー等の専門家と⺠間団体の相談員がお悩みをお聴きして、相 

談者の皆さまと一緒に考えていきます。 
◎法律問題◎家庭問題◎職場の人間関係◎こころの悩み◎若者の問題など 
（秘密厳守。相談は無料。） 
［時間］ 午前１０時〜午後５時 
［会場］ 楽家（らくや）鶴岡市陽光町10-36 
※相談は面談によります。１回あたりの面談時間は６０分程度。 
 
研修会 
・傾聴・こころのサポーター養成講座・人権について・ストレスマネジメント等 

３ 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

４ 



 山形県庄内発！こころを元気にするプロジェクト２０２３ 

 特定非営利活動法人 ぼらんたす 
E-mail:info@voluntas-npo.com 
TEL:0235-33-8730（平日 10:00〜15:00） FAX:0235-35-0433 
やまがた�こころげんきサイト http://yamacoco.voluntas-npo.com 
主催︓⼭形県庄内発︕こころを元気にするプロジェクト２０２３ 
本事業は、令和５年度⼭形県地域⾃殺対策強化事業より助成を受けて実施します 

山形県庄内発！こころを元気にするプロジェクトとは・・・ 
庄内２市３町（鶴岡市、酒田市、庄内町、遊佐町、三川町）に住んでいるメンバーが運営委員会を立ち上げて、 
「自殺に特効薬はない」、「自殺にフタをしない」、「自殺の問題を特別なこととしない」というテーマで 
様々な自殺予防の活動に取り組んでいます。 

だれでも こころが疲れてしまう時があります… 
そんなときはお茶を飲みながら ゆっくりしてみませんか… 

会 場︓楽家（鶴岡市陽光町 10-36） 
時 間︓13:00〜15:00 
申込み︓不要 
対 象︓どなたでも♪ 
参加費︓無料 

2023 

5/4 

5/18 

6/8 

6/22 

9/14 

9/28 

10/5 

10/19 

11/2 

11/16 

12/7 

12/21 

2024 

1/4 

1/18 

2/8 

2/22 

木曜日開催・出入り自由です！ 

7/6 

7/20 

8/10 

8/24 

3/7 

3/21 



会場︓楽家（らくや）鶴岡市陽光町 10-36 
時間︓午 前１０時〜午後５時  

  
 

2023 
５月 １１日（木） ２８日（日） 

2023 
１１月 ９日（木） ２６日（日） 

６月 １５日（木） ２５日（日） １２月 １４日（木） ２４日（日） 

７月 １４日（金） ３０日（日） 
2024 

１月 １１日（木） ２８日（日） 

８月 １７日（木） ２７日（日） ２月 １５日（木） ２５日（日） 

９月 ７日（木） １７日（日） ３月 １４日（木） ３１日（日） 

１０月 １２日（木） ２９日（日） 

山形県庄内発！こころを元気にするプロジェクト２０２３ 

弁護⼠、産業カウンセラー等の専門家と⺠間団体の相談員が 
お悩みをお聴きして相談者の皆さまと一緒に考えていきます。 

本事業は、令和５年度⼭形県地域⾃殺対策強化事業より助成を受けて実施します。 

※相談は面談によります。 

特定非営利活動法⼈ ぼらんたす  
⼭形県庄内発︕こころを元気にするプロジェクト２０２３ 
TEL:0235-33-8730（平日 10:00〜15:00） 
FAX:0235-35-0433 

事 前 に 申 し 込 み が 必 要 で す  

 

は いたします 

は です 
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鼎談 「青森県の状況と

今後の取り組み」
大竹進（青森いのちのネットワーク会長）

反町吉秀（青森県立保健大学教授）

田中治（青森県立精神保健福祉センター所長）

＃1. 青森県の

自殺者数と

自殺予防活動

2
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青森県の自殺者数の変化
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年代別自殺者数の変化
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＃2. 若年者の自殺

5

2022年 小中高校生の自殺者数 年次推移

6
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青森県20歳未満 自死者数
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7

＃3. 新型コロナウィ

ルス感染症の影響

8
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女性年代別自殺者数の変化
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＃4. 孤独・孤立

をめぐって

11

65歳以上の世帯2022年版高齢社会白書

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepa
per/w-2022/zenbun/pdf/1s1s_03.pdf

12
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全国 60歳以上自殺者数の推移 2022年版高齢社会白書

13

年代別自殺者数の変化
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14
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＃5. 自殺未遂者

支援
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13年間（2010年～2022年）

青森県における自殺者数合計

3,950人

未遂歴は記入されていない市
町村が多い。

記載されている人数を男女で
集計した。

16
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自殺予防活動ーその後

見て＋聴いて＋笑って
地域のちからで心の健康づくり

メンタルホスピタルかまくら山
渡邉 直樹

個人的略歴

• 1997年・・・秋田県由利町の自殺予防活動開始～
2011年ころまで

• 2003年・・・青森県の活動開始（精神保健福祉セン
ター）

• 2005年・・・第一回3県合同自殺予防活動団体交流
会（なみおかSSC主催）

• 2011年・・・学生キャラバンの活動（関西国際大学）

• 2012年・・・広島浅田病院

• 2016年・・・メンタルホスピタルかまくら山
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東奥日報

•中路先生（弘前大学社会医学教授）の投
稿

•自殺対策の主役は病院ではなく地域社会
•周囲の人とやさしく結び合うことのできる社会、
気軽に話し合える社会

•市浦村十三での保健活動・・・感情の大切さ

１次予防

２次予防

３次予防



7/17/2023

3

気持ち（感情）から入ること

•感情の入らないことばは相手に伝わらない
•相手の感情を受けとめる
•気づき（生きていてもいいんだ。生きること
の大切さ。生きる価値がある）
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日本人のもつよい伝統（農耕文化）身内

•気持ちを伝えあう
•相手を思いやる
•みなで作ったカレーライスの味
•こころに沁みる活動

紙芝居（＋演劇）

•由利町から青森、そして岩手へ
•北広島や鹿児島へ
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由利町を再び訪れて（R4年9月16日）

•2015年（2003年）：ホットハート由利

• オープンハートおこじょ

•自分たちのまちを自分たちの手でよくしていく
•アンケート調査から紙芝居の発想へ
•相談したいが相談場所がわからない

十数年ぶりの再会

平成15年（2003年） 令和４年（2022年）
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平成8年（1996年）をふりかえる

•聖マリアンナ医科大学神経精神科
•長谷川和夫教授（92歳で没）

•岩井寛教授（58歳で没）

•本荘保健所河西保健師（平成7年の
調査活動・心理学的剖検）

平成9年からの由利町への関わり

•住民調査の説明と個別訪問を行った
•「川崎の都会から何しにきた？」
•弘前大学時代の十三湖への保健活動
を想起させた

•「おらたちモルモットだべ？」

この写真 の作成者 不明な作成者 は CC BY-SA-NC のライ

https://www.flickr.com/photos/yamikumo/41624186/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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地域づくりは自殺予防に貢献するか？

•秋田県由利町での経験
•実態調査でわかったこと
•住民は相談を求めている
•相談したいが相談先がわからない
•地域の雰囲気が影響する

当時の面接者（保健師）のコメント

•家族に迷惑をかけられないという思い
•家族が忙しく本人の気持ちを思いやる余裕がな
かった

•自殺の心配をしていたのに死なれた家族のショッ
クが大きかった

•地域的に自殺を容認してしまう
•年をとっても自分でやらねばと
•老人の心理への配慮がたりなかった
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家族からみた悩み（６８．７％）

•病気の再発を家族に知られ入院させられることを恐れ、
気にしていた

•自分も寝たきりになれば長くなり、家族に迷惑をかける
と話していた

•世話になりたくないが口癖だった
•入院をくりかえしどうにもならないと
•友達や身内の自殺が相次ぎ落ち込んだ
•自分が死ねば保険金で借金が返せると

高齢者の心理

•喪失体験による影響（家族・友人・財産・知的能
力・身体能力など）

•不安や抑うつ感を抱きやすい
•時に妄想に発展する
•日ごろから気持ちを伝える習慣を身につけることが大
切

•周囲のひとも話しやすい環境をつくる
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由利町で見られたこころのバリア（共同幻想）

•自殺をとりあげること自体が自殺者を増やす

•家族に迷惑をかけて申し訳ないので自分の
問題は自分で責任をもつ

•よくやったな、勇気あったな

•自分の悩みが地域に知られることは怖い

高齢者自殺予防活動による変化

１．高齢者自殺死亡数   の変
化。

（特に高齢女性の減が顕
著）

２．自殺率の低下。

３．町民が活動に参加。

活動前 活動後

Ｓ６０
～Ｈ１

Ｈ２
～Ｈ６

Ｈ７～
Ｈ１１

Ｈ１２～
Ｈ１６

65歳～７４歳 5 2 3 3

男 ７５歳～８４歳 1 2 4 0

８５歳～ 0 1 0 0

65歳～７４歳 3 4 0 2

女 ７５歳～８４歳 1 8 1 1

８５歳～ 2 2 0 2
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現状と展望

①瀧澤レポート：自死者は上がり下がりの経過

②共同幻想（よくやった、勇気あったな）はもは
やみられない（？）

③オンライン環境を利用する

④こころの健康相談や地域づくりの提案

⑤「蜘蛛の糸」の無料相談の利用

中学生への働きかけ
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由利町での提言

•「紙芝居」の体験からも「気持ちを聴く」
（感情から入ることの大切さ）

•気持ちをすなおに伝えることのできる環境づ
くりを行う（いきいきふれあい活動）

•いつでも相談できる場所があること

精神科無料相談について

•2016年・・・広島の自死遺族“小さな
一歩”との関わり

•相談事業の開始
•令和2年からは「オンライン相談」に
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精神科医による「心の健康相談」
「こころのともしび」では、精神科医師による無料相談
会を実施しています。

「精神科医師の「こころの健康相談会」（無料）

「メンタルホスピタルかまくら山」名誉院長 精神科
医・臨床心理士 渡邊直樹先生 のご厚意により、定期
的に精神疾患をお持ちの当事者やご家族を対象とした
「無料相談会」を実施いたします。

２０２３年：奇数月第３日曜日 １０時～１６時
１月１５日、３月１９日、５月２１日、７月１６

日、
９月１７日、１１月１９日

※コロナ対策のためＺＯＯＭによるリモートカウンセリ
ングになります
※相談を希望される方は

    登録フォーム、メール（info@chiisanaippo.com),
電話（082-274-0414）で事前にご連絡ください。

mailto:info@chiisanaippo.com
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活動内容

•「小さな一歩」ネットワークひろしまは、哀しみ、悩
み、苦しさ、閉塞感など、心に抱える「大きな重荷」
を安心して降ろせる場所として、分かち合い、常設型
傾聴スペース、セミナーなどを提供する活動団体です。
同じ苦しみを抱えている人同士がボランティアで参

加する「自助グループ」で運営されます。
医療や心理の専門家の診断、治療、助言を受ける場

所ではありませんが、「分かち合い」や「常設型傾聴
スペース『こころのともしび』」でお話しした方が、
専門機関の助言や対応を希望される場合は、協力機関
と連携しながら、紹介や同行支援を行います。

小さな一歩の活動

•娘さんが追い込まれた、いまでもある状
況を変えていきたい。

•相談したいがなかなか適切な場がみつ
からない



7/17/2023

14

生きる意味の相談が多い

•自分を責めることの多い自死遺族。毎日
がつらい、重いなど（気持ちを受けとめる）

•思考優位ではなく、五感をはたらかせてみ
ましょう。

•周囲自然に注意を向けていく。
•その人本来の生き方を共に探っていく

TED（Harvard 大学、Waldinger 教授）

•724例の男性

•10代から90代までの75年間のフォローアッ
プ調査

•健康調査データと対人関係のあり様
•良き対人関係が保たれていたグループの方
が、長生きし、幸福感が高かった。
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2021（令和３）年 由利鳥海調査

・渡邉ゼミ生らによる2008年の調査以来、13年ぶりに実施した。

・同一の質問項目なので、ある程度の比較が可能となった。

・「日常生活で不満、悩み、苦労、ストレスなどがありましたか」

→2008年は51.0％だったが 2021年は65.4％と上昇した

・心配なく歳をとるために必要は何？＝悩みを聞いてくれる場所

→2008年は21.8％だったが 2021年は29.7％と上昇した

60～79歳の比較（2008年100人、2021年75人）

2022（令和4）年 佐井村調査

・。2021年由利鳥海調査と同一の調査項目だった

・さいクリニックの患者さんと村役場職員を調査した。

・「日常生活で不満、悩み、苦労、ストレスなどがありましたか」

→由利鳥海は70.4％だったが 佐井村は83.7％だった。

・心配なく歳をとるために必要は何？＝普段の健康づくり

→由利鳥海は68.9％だったが 佐井村は54.1％と上昇した

20～59歳の比較（由利鳥海54人、佐井村49人）
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オンラインによる情報発信および心の健康相談の提案

•他地域の取り組みの紹介
•健康づくりの紹介（運動・栄養・睡眠・居
場所づくり・地域づくりなど）

•なんでも相談できる仕組みづくり（高齢者
でも容易にアクセスできるなど）
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